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第12期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第12期定時株主総会を下記のとおり開催いたします
ので、ご案内申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電
子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の
当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセス
のうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」「株主
総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所
（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認くださ
い。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に
「ＡＶｉＣ」又は「コード」に当社証券コード「9554」を入力・検索し、
「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある
「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）
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１．日 時 2024年12月20日（金曜日）午前10時（開場９時30分）
２．場 所 東京都港区六本木３丁目２番１号

住友不動産六本木グランドタワー９階
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター
Room C

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第12期（2023年10月１日から2024年９月30日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員
会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第12期（2023年10月１日から2024年９月30日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
第３号議案 会計監査人選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議
案に対する賛否の表示がない場合は、賛否の表示があったものとしてお取
扱いいたします。

 

　なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）によって議決権を行使す
ることができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、本
招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご
表示いただき、2024年12月19日（木曜日）午後７時までに到着するようご
返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ
いますようお願い申しあげます。
　なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社
ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項
を掲載いたします。
　株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解く
ださいますようお願い申しあげます。
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(2023年10月 1 日から
2024年 9 月30日まで)

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用情勢・所得環境の改善を背
景に、景気は緩やかな回復基調にあります。一方、円安の進行や物価上昇
などにより経済的な見通しは不透明な状況が続いております。このような
経済情勢のなか、あらゆる産業界においてデジタルトランスフォーメーシ
ョンのトレンドが継続しており、インターネットを用いた販促・マーケテ
ィング活動が前年度比さらに活発となった結果、当社グループの所属する
デジタルマーケティング業界に対する需要はより一層高まっております。
株式会社電通「2023年　日本の広告費」によると、インターネット広告
の市場規模は2023年に３兆３,３００億円となりました。
　こうした環境の下、当社グループはデジタルマーケティングサービスを
提供しており、クライアントの旺盛なインターネットを用いた販促・マー
ケティングニーズに応えた結果、当社グループの当連結会計年度の売上高
は1,934,785千円、営業利益は446,508千円、経常利益は441,779千
円、親会社株主に帰属する当期純利益は310,052千円となりました。
　なお、当連結会計年度は連結計算書類作成初年度であるため、前年度と
の比較はおこなっておりません。
　当社グループはデジタルマーケティング事業の単一セグメントであるた
め、セグメントごとの記載はしておりません。

② 設備投資の状況
　当連結会計年度における設備投資の総額は64,954千円（当社のオフィ
ス移転に伴う設備の新設や器具及び備品の購入等）であります。
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③ 資金調達の状況
　当連結会計年度において、当社グループの所要資金として、金融機関よ
り短期借入金として50,000千円、長期借入金として140,000千円の調達
を実施しました。

④ 重要な企業再編等の状況
(1) 当社は、2023年10月1日付で、株式会社FACTの全株式を取得し、

連結子会社といたしました。
(2) 当社は、2024年１月10日付で、艾唯克（海南）傳媒科技有限公司

を設立し、連結子会社といたしました。なお、当社の持株比率は
67%であります。

区 分 第 ９ 期
(2021年９月期)

第 10 期
(2022年９月期)

第 11 期
(2023年９月期)

第 12 期
(当連結会計年

度)
(2024年９月期)

売 上 高 (千円) － － － 1,934,785

経 常 利 益 (千円) － － － 441,779
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 (千円) － － － 310,052

１株当たり当期純利益 (円) － － － 50.56

総 資 産 (千円) － － － 2,493,207

純 資 産 (千円) － － － 1,569,521

１株当たり純資産 (円) － － － 254.56

(2) 財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況

（注）１．当社は、第12期より連結計算書類を作成しております。そのため、第11期以前
については、記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により
算出しております。

３．１株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出して
おります。
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区 分 第 ９ 期
(2021年９月期)

第 10 期
(2022年９月期)

第 11 期
(2023年９月期)

第 12 期
(当事業年度)

(2024年９月期)

売 上 高 (千円) 1,329,789 1,245,789 1,488,596 1,700,821

経 常 利 益 (千円) 111,638 305,126 291,149 462,483

当 期 純 利 益 (千円) 78,759 226,229 219,269 332,190

１株当たり当期純利益 (円) 14.21 40.54 38.15 54.17

総 資 産 (千円) 645,039 1,455,618 1,665,708 2,474,208

純 資 産 (千円) 344,452 713,010 978,762 1,585,822

１株当たり純資産 (円) 61.43 124.43 168.90 258.03

②　当社の財産及び損益の状況

（注）１．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を
第10期事業年度の期首から適用しており、第10期以降に係る各数値について
は、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。なお、当該会計基
準等を適用しなかった場合の売上高（取扱高）は、第10期は3,400,852千円、
第11期は3,992,351千円、第12期は5,081,802千円であります。

２．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により
算出しております。

３．１株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出して
おります。

－ 5 －



会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 F A C T 1,000千円 １０0.0％ デジタル領域におけるコンサル
ティング事業

艾唯克（海南）傳媒科
技 有 限 公 司 18,000千円 67.0％

中国市場向け B to C マーケテ
ィング及び日本企業の中国進出
に関する支援事業

(3) 重要な子会社の状況
① 重要な子会社の状況

② 特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題
　当社グループの優先的に対処すべきと考える事業上の課題は以下のとおり
であります。当社グループは急速な成長段階にあり、クライアント基盤を拡
大させながら、現在のサービス品質の維持・持続的な向上をさせることが、
重要な課題であると認識しております。そのため、自社開発ツールの開発促
進や、人材の採用と育成に取組んでまいります。また、業務運用の効率化や
リスク管理のための内部管理体制のさらなる強化が重要な課題であると認識
しております。このため、バックオフィス業務の整備を推進し、経営の公正
性・透明性を確保するための内部管理体制強化に取組んでまいります。な
お、財務上の課題については、内部留保が十分確保されており、借入等によ
る機動的な資金調達も可能であることから、特段の該当事項はありません。
① サービス品質の維持・持続的な向上

　デジタルマーケティングサービスの維持・持続的な品質向上を図ってい
くことが重要であると考えております。そのためには、継続的な自社開発
ツールの開発、人材の採用・育成が必要であると考えております。

②　クライアント基盤の拡大
　既存クライアントとの継続的な関係構築、新規クライアントの開拓推進
が重要であると考えております。継続的な自社開発ツールの開発、人材の
採用・育成をすることによるサービス品質の持続的な向上により、達成さ
れるものと考えております。

③　人材の採用と育成
　新卒採用を中心とした積極的な人材採用と、人材育成の推進が重要であ
ると考えております。現在、実施している、未経験社員を早期戦力化する
ための社内研修制度の充実（具体的には座学、OJT、内定承諾者アルバイ
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ト制度）、短期的な成果でなく、安定的に質の高いサービスを提供できる
かどうかを評価基準とした人事評価を行う現行の人事評価制度の継続・ブ
ラッシュアップを行ってまいります。

④　コーポレート・ガバナンス体制の強化
　当社グループが持続的な成長を維持していくためには、内部管理体制の
強化を通じた業務の標準化・効率化が重要であると考えております。それ
らの実効性を高めるための環境を整備し、組織的な統制・管理活動を通じ
てリスク管理を徹底するとともに、業務の標準化と効率化を目指しており
ます。また、コーポレートガバナンス・コードの基本原則に従い、株主の
皆様をはじめとする全てのステークホルダーからの社会的信頼に応えてい
くことを企業経営の基本的使命とし、コンプライアンス体制の強化、迅速
かつ正確な情報開示の充実に努め、コーポレート・ガバナンスの強化に取
組んでまいります。その取組みの１つとして2021年12月には監査等委員
会設置会社へ移行しました。また、取締役の過半数が社外取締役で構成さ
れており、取締役会の監督機能を強化するとともに、業務執行の適法性、
妥当性の監査・監督を通じた透明性の高い経営を実現して参ります。

事 業 区 分 事 業 内 容

デジタルマーケティング事業
インターネット広告サービス
SEOコンサルティングサービス

(5) 主要な事業内容（2024年９月30日現在）

本 社 東京都港区

株 式 会 社 F A C T 本社（東京都港区）、恵比寿事務所（東京都渋谷区）
艾唯克（海南）傳媒
科 技 有 限 公 司 中国海南省

(6) 主要な営業所（2024年９月30日現在）
① 当社

② 子会社
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事 業 区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減
デジタルマーケティング事業 66名（７名） －
全 社 （ 共 通 ） 10名　（－） －
合 計 76名（７名） －

従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減

72名 （７名） 12名増 （１名減）

(7) 従業員の状況（2024年９月30日現在）
①　企業集団の従業員の状況

（注）１．当連結会計年度より企業集団の従業員の状況を記載しているため、前連結会計
年度との比較は行っておりません。

２．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数
で記載しております。なお、臨時雇用者数から派遣社員を除いております。

３．「全社（共通）」として記載している従業員数は、特定の事業に区分できない
管理部門に所属しているものであります。

②　当社の従業員の状況

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数
で記載しております。なお、臨時雇用者数から派遣社員を除いております。

２．従業員数が最近１年間において12名増加しておりますが、これは業容拡大に伴
う人員増加によるものです。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 100,000千円

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 80,000

株 式 会 社 岩 手 銀 行 54,000

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 50,000

株 式 会 社 千 葉 銀 行 41,668

株 式 会 社 静 岡 銀 行 5,020

(8) 主要な借入先の状況（2024年９月30日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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(1) 発行可能株式総数 20,000,000株

(2) 発行済株式の総数 6,133,500株

(3) 株主数 1,042名

株 主 名 持株数 持株比率

市原創 吾・ミダス投資事業有限責任組合 2,176千株 35.49％

岩 田 匡 平 ・ミ ダス 投 資事 業 有限 責任組合 1,411 23.01

株 式 会 社 日 本 カス ト ディ 銀 行（ 信託 口） 294 4.80

吉村英毅・ミダスA投資事業有限責任組合 278 4.53

倉 田 将 志 252 4.11

村 上 聡 229 3.74
BNY　GCM　CLIENT　ACCOUNT　JPRD　AC　
I S G 　 ( F E - A C ) 160 2.62

GOLDMAN　SACHS　INTERNATIONAL 68 1.11

J P モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社 60 0.99

和 田 晃 一 良 58 0.95

２. 株式の状況（2024年９月30日現在）

（注）発行済株式の総数は、新株の発行により350,000株、新株予約権の権利行使に
より8,200株増加しております。

(4) 大株主

（注）持株比率は自己株式（65株）を控除して計算しております。
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第 ２ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2020年６月29日

新 株 予 約 権 の 数 57,200個　
新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 57,200株
(新株予約権１個につき１株)　

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり
17円　

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
560円　

権 利 行 使 期 間 2022年11月 1 日から
2025年10月31日まで

行 使 の 条 件 （注）1 （注）2 （注）3

役 員
の

保 有
状 況

取 締 役
(監査等
委 員 を
除 く )

取 締 役
（ 社 外 取 締
役 を 除 く ）

新株予約権の数 57,200個
目的となる株式数57,200株
保有者数 １名　

社 外
取 締 役

新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名　

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名　

３. 新株予約権等の状況
(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として
交付された新株予約権の状況

（注）１. 新株予約権者は、2021年９月期（2020年度）における当社損益計算書に記載
される売上総利益額に、原価に含まれる労務費と経費を加えた額が420百万円
を超過し且つ、2022年９月期（2021年度）における当社損益計算書に記載さ
れる売上総利益額に、原価に含まれる労務費と経費を加えた額が504百万円を
超過した場合に本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売
上総利益、原価に含まれる労務費と経費は、当社の決算報告書に記載される損
益計算書の数値を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照す
べき売上総利益、原価に含まれる労務費と経費の概念に重要な変更があった場
合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を当社取
締役会にて定めるものとする。

２. 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会
社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件と
し、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、
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信託の名称 時価発行新株予約権信託®
委託者 市原創吾
受託者 コタエル信託株式会社

受益者

当社により信託期間満了日に役職員等の中から受
益者として指定された者が受益者となります。な
お、委託者及びその親族は対象外となります。
当社は、別途定める交付ガイドラインに従い、役
職員等の中から受益者指定日ごとに受益者を指定
します。

会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
３. 本新株予約権の割当日から権利行使期間開始日以前に当社普通株式価額が560

円を下回った場合、本新株予約権は消滅するものとする。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権
の状況
該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項
　当社の代表取締役社長である市原創吾は、現在及び将来の当社又は当社子会社並
びに関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問、業務委託契約先等の社外協
力者（以下「役職員等」という。）向けのインセンティブ・プランを導入すること
を目的として、2021年11月26日開催の臨時株主総会決議に基づき、2021年11月
29日付でコタエル信託株式会社を受託者として「時価発行新株予約権信託®」（以
下「本信託（第10回新株予約権）」という。）を設定しており、当社は本信託
（第10回新株予約権）の受託者に対して、会社法に基づき2021年11月30日に第
10回新株予約権（2021年11月26日臨時株主総会決議）を発行しております。本
信託（第10回新株予約権）は、当社の役職員等に対して、将来の功績に応じて、
コタエル信託株式会社に付与した第10回新株予約権243,000個（１個当たり１株
相当）を段階的に分配するものです。既存の新株予約権を用いたインセンティブ・
プランと異なり、当社の役職員等に対して、将来に実施されるパフォーマンス評価
を基に将来時点でインセンティブの分配の可否及び多寡を決定しますことを可能と
し、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用され
た当社の役職員等に対しても、新株予約権の分配を可能とするものです。第10回
新株予約権の分配を受けた者は、当該第10回新株予約権の発行要項及び取扱いに
関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。本信託
（第10回新株予約権）の概要は以下のとおりです。
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信託契約日 2021年11月29日
信託の種類と新株予約権数 第10回新株予約権　230,000個

信託期間満了日

受益者指定権が行使された日。なお、2022年６
月末を始めとする毎年６月末及び12月末に受益
者指定日が到来する予定ですが、１年おきに役職
員等を受益者として受益者指定権を行使する予定
です。ただし、ロックアップ期間中は当社役職員
等を受益者として指定できません。

信託の目的

本信託（第10回新株予約権）は、当社の現在及
び将来の役職員等のうち、当社の企業価値向上に
持続的かつ精力的に貢献する意思と能力を備えた
者に対して、第10回新株予約権を交付すること
を目的としております。

分配のための基準

当社の定める交付ガイドラインでは、当社の代表
取締役社長である市原創吾を除く全取締役によっ
て構成され、社外役員が過半数を占める評価委員
会が、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の
向上のために著しい貢献を期待できる役職員等を
選出し、当該役職員等の対象アクションを踏まえ
た今後の貢献期待度に応じて、定められた頻度で
当社の役職員等の評価を行い、ポイントを仮に付
与していくものとされております。そして、評価
委員会は、信託期間中に評価委員会によって当社
役職員等に対して仮に付与されることとなったポ
イント数を参考に、最終的に受益者及びその者に
交付すべき新株予約権の個数を決定、本受託者に
通知することとされ、これにより、交付日に本受
託者から受益者に対して本新株予約権が交付され
ることになります。
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 市 原 創 吾

取 締 役 C F O 笹 野 誠

取 締 役 長 利 一 心 株式会社メルカリ執行役員　
JapanRegion COO

取 締 役
（常勤監査等委員） 安 生 あ づ さ

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 山 元 雄 太 株式会社ＪＭＤＣ　取締役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 阿 久 津 操 株式会社ココブリーズ　代表取締役

弁護士ドットコム株式会社　監査役

４. 会社役員の状況
(1) 取締役の状況（2024年９月30日現在）

（注）１. 取締役長利一心氏並びに取締役（監査等委員）安生あづさ氏、山元雄太氏及び
阿久津操氏は、社外取締役であります。

２. 取締役（監査等委員）安生あづさ氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会
計に関する相当程度の知見を有しております。

３. 安生あづさ氏は常勤の監査等委員であります。当社は、内部監査担当等との十
分な連携を通じて情報収集の充実を図り、監査等委員会への情報提供を充実さ
せることで監査・監督機能を高めるため、常勤の監査等委員を選定しておりま
す。

４. 当社は、社外取締役長利一心氏及び各監査等委員である取締役を東京証券取引
所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社は社外取締役長利一心氏及び各監査等委員である取締役との間で、会
社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠
償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額
としております。
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(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を
保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当
社の役員、執行役、執行役員、管理・監督の立場にある従業員であり、被保
険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者が業務遂
行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る損害が補填されま
す。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするた
め、被保険者が法令違反を認識しながら行った行為に起因する損害等は填補
の対象としないこととしております。

(4) 取締役の報酬等
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年12月24日開催の定時株主総会において、取締役（監
査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額500,000千円以内（うち
社外取締役分100,000千円以内、同株主総会終結時点の員数は２名、うち
社外取締役は０名）、監査等委員である取締役の報酬額を年額150,000千
円以内（同株主総会終結時点の員数は３名）とすることを決議しておりま
す。なお、当社は業績連動報酬を採用しておりません。
　当社は、2023年12月26日開催の取締役会において、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針とし
て、株主総会にて決議された上記の報酬限度額の範囲内で、同業他社の水
準、業績、従業員給与との均衡、各取締役に求められる職責及び能力等を
考慮の上、取締役会において決定する旨を決議しております。
　また、取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人
別の報酬額について、その決定方法及び内容が決定方針と整合しているこ
とを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
　監査等委員である取締役の個人別の報酬額は、株主総会にて決議された
報酬限度額の範囲内で、業務分担の状況等を考慮の上、監査等委員である
取締役の協議により決定しております。
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区 分 報酬等の総額
（ 千 円 ）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数基 本 報 酬 業 績 連 動

報 酬 等
非 金 銭
報 酬 等

取締役（監査等委員を除く)
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

40,800
(4,800)

40,800
(4,800) － － ３名

(１)

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

14,000
(14,000)

14,000
(14,000) － － ４名

(４)

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

54,800
(18,800)

54,800
(18,800) － － ７名

(５)

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）上表には、2023年12月26日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役
（監査等委員）１名（うち社外取締役１名）を含んでおります。

(5) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役長利一心氏は、株式会社メルカリの執行役員JapanRegion 
COOであります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）山元雄太氏は、株式会社ＪＭＤＣの取締役であり
ます。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）阿久津操氏は、株式会社ココブリーズの代表取締
役及び弁護士ドットコム株式会社の監査役であります。当社と各兼職先
との間には特別の関係はありません。
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出席状況及び発言状況並びに社外取締役に
期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 長 利 一 心

当事業年度に開催された取締役会20回の全てに
出席し、経営戦略の分析・設計、及び会社経営
に係る豊富な知見と経験に基づき、取締役会の
意思決定の妥当性・適正性を確保するための助
言・提言を行っております。

取締役
（常勤監査等委員） 安 生 あ づ さ

2023年12月26日就任以降、当事業年度に開催
された取締役会15回の全てに出席し、公認会計
士としての専門的知識と経験に基づき、取締役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため
の助言・提言を行っております。
また、2023年12月26日就任以降、当事業年度
において開催された監査等委員会10回の全てに
出席し、常勤監査等委員としての監査業務から
得られた情報を共有すると共に、審議に必要な
発言及び監査業務全般に係る発言を適宜行って
おります。

取締役
（監査等委員） 山 元 雄 太

当事業年度に開催された取締役会20回の全てに
出席し、事業会社における取締役等としての豊
富なマネジメント経験と幅広い知見に基づき、
取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保す
るための助言・提言を行っております。
また、当事業年度において開催された監査等委
員会14回の全てに出席し、審議に必要な発言及
び監査業務全般に係る発言を適宜行っておりま
す。

取締役
（監査等委員） 阿 久 津 操

当事業年度に開催された取締役会20回の全てに
出席し、上場会社の監査役としての豊富な経験
と高い見識に基づき、取締役会の意思決定の妥
当性・適正性を確保するための助言・提言を行
っております。
また、当事業年度において開催された監査等委
員会14回の全てに出席し、審議に必要な発言及
び監査業務全般に係る発言を適宜行っておりま
す。

② 当事業年度における主な活動状況
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 17,300千円

５. 会計監査人の状況
(1) 名称 ひびき監査法人

(2) 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品
取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区
分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合
計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び
報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った
うえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要
があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任
に関する議案の内容を決定いたします。
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に
該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を
解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後
最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の
理由を報告いたします。
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６. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は
以下のとおりであります。
① 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制
ⅰ取締役は、企業活動の前提に法令遵守を位置付け、透明性の高い経営
体制の構築を図る。
ⅱ取締役は、毎月の定例取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役
会において、重要な職務執行の状況を報告し、他取締役の職務執行を
相互に監視・監督する。

ⅲ法令、企業倫理、社内規程の遵守を確保するため、基本的な事項を
「コンプライアンス規程」に定め、取締役及び使用人に周知徹底を図
る。
ⅳコンプライアンス委員会を設置し、社内啓蒙や研修等の実施を通じ
て、コンプライアンス体制の継続的・持続的な推進に努める。

ⅴ法令等違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を
図るため、内部通報窓口を整備する。

ⅵ財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法等に基づき、適切
な内部統制の構築を推進する。
ⅶ反社会的勢力・団体には毅然として対応し、関係遮断を徹底する。
ⅷ内部監査人は定期的な内部監査により、法令及び定款並びに社内規程
の遵守状況を確認し、代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。

ⅸ監査等委員会は、独立した立場から、内部統制システムの構築・運用
状況を含め、業務執行取締役の職務執行を監査する。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ情報資産を保護し、機密性の程度に応じた適切な管理を行うために定
めた「情報セキュリティ管理規程」「個人情報管理規程」及び「文書
管理規程」を遵守し、情報管理体制の維持、向上に努める。
ⅱ「文書管理規程」に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録、監査
等委員会議事録、計算書類、稟議書、契約書、その他重要書類を、関
連資料とともに所定の年数保管し管理する。

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰリスク管理が経営の重要課題であることを認識し、リスクの防止及び
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会社損失の最小化を図るために「リスク管理規程」を定め、同規定に
従った管理体制を構築する。
ⅱリスクが顕在化した場合は、迅速かつ組織的な対応を行い、万が一不
測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を長とする対策本部を
設定し、損害の拡大を防止し最小限に抑える体制を構築する。
ⅲ監査等委員会及び内部監査担当者は、リスク管理体制の実効性につい
て監査する。

④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体
制
ⅰ毎月１回取締役会を開催し、重要事項の決定並びに審議・意見交換を
行い、各取締役は連携して業務執行状況を監督する。
ⅱ全社のビジョンと目標を定めるため、中期経営計画及び年度予算を策
定し、明確な計数管理を行うとともに、その達成のために「職務権限
規程」及び「業務分掌規程」に基づき、業務分担及び職務権限を明確
にして、職務執行の効率化を図る。
ⅲ決裁及びデータ管理の電子化を進め、業務効率向上に努める。

⑤ 当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた
場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の独立性に関する事
項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ監査等委員会がその職務を補助すべき使用人の設置を求めた場合は、
監査等委員会と協議の上、適切な人材を配置するものとする。
ⅱ補助使用人は兼務も可能とするが、当該職務を遂行する場合には取締
役（監査等委員である取締役を除く。）からの指揮命令は受けないも
のとする。
ⅲ補助使用人の人事異動及び考課、並びに補助使用人に対する懲戒処分
については、監査等委員会の同意を得るものとする。

⑥ 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等
委員会に報告するための体制
ⅰ監査等委員は、重要な意思決定の過程及び職務執行の状況を把握する
ため、取締役会のほか、経営会議、コンプライアンス・リスク管理委
員会その他の重要な会議に出席し、取締役（監査等委員である取締役
を除く。）及び使用人から報告を受け、関係資料を閲覧することがで
きる。
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ⅱ取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委
員会に対して、会社の業務や業績等に影響を及ぼす重要な事項を報告
する。

⑦ 当社の監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不
利な取扱いを受けないことを確保するための体制
　上記⑥の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不
利益な取扱いを行わない。

⑧ 監査等委員会の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに
限る。）について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の
執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　監査等委員会は、職務の執行に必要な費用について請求することがで
き、当社は当該請求に基づき必要な支払いを行う。

⑨ その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するた
めの体制
ⅰ代表取締役、会計監査人、内部監査担当者は、監査等委員会の求めに
応じ、それぞれ定期的及び随時に監査等委員会と意見交換を実施する
ことにより連携を図るものとする。

ⅱ監査等委員会が必要と認める場合は、弁護士、公認会計士、コンサル
タントその他の外部専門家に助言を求める機会を保障する。

ⅲ監査等委員会には、法令に従い社外取締役を含めるものとし、公正か
つ透明性を確保する。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであり
ます。
① 取締役の職務執行について
　当事業年度において、取締役会を20回開催しており、法令、定款及
び取締役会規程等に定められた事項の審議・決定並びに取締役の業務執
行状況を監督・監視しております。

② 取締役（監査等委員）の職務遂行について
　取締役（監査等委員）は、当事業年度において、監査等委員会を14
回開催しており、監査等委員会において定めた監査計画に基づき取締役
会を含む重要な会議への出席、会計監査人及び内部監査担当者との定期
的な連携等を行い、取締役の職務執行について監査しております。

③ リスク管理及びコンプライアンスについて
　当事業年度において、リスク管理委員会及びコンプライアンス委員会
を４回開催し、事業運営上のリスクについて評価・対策等の協議を行
い、全社的なコンプライアンス体制の強化・推進について検討しており
ます。また、全社員を対象としたコンプライアンス研修及びインサイダ
ー取引防止に係る勉強会を実施し、社内のコンプライアンスの向上に努
めております。

(3) 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、将来の事業展開と財務体質強化のために、当面は内部留保の充実
を優先する予定ですが、株主に対する利益還元については経営の重要課題の
１つと位置付けておりますので、将来的には当社の財務状況や同業他社の状
況を勘案しながら、株主への利益配当を実施していく方針であります。な
お、内部留保資金については、財務体質の強化と人員の拡充・自社開発ツー
ルへの投資等のサービス品質の維持・強化、収益力の向上に資する投資に活
用していく予定であります。
　また、剰余金の配当を行う場合は、年１回の期末配当を基本としておりま
す。当社は会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議によって
剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めている他、中間配当を取
締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産
の れ ん
顧 客 関 連 資 産
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
敷 金
そ の 他

　

2,017,664
1,240,989
675,245
101,430
475,542
56,499
39,825
16,674

279,400
203,591
69,147
6,661

139,643
3,000
14,758
119,866
2,018

　

（ 負  債  の  部 ）
流 動 負 債 741,354

買 掛 金 256,169
短 期 借 入 金 91,668
1年内返済予定の長期借入金 70,792
未 払 法 人 税 等 101,496
そ の 他 221,228

固 定 負 債 182,331
長 期 借 入 金 168,228
繰 延 税 金 負 債 14,103

負 債 合 計 923,685
（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 1,560,474
資 本 金 195,754
資 本 剰 余 金 449,954
利 益 剰 余 金 914,845
自 己 株 式 △78

その他の包括利益累計額 863
為替換算調整勘定 863

新 株 予 約 権 3,209
非 支 配 株 主 持 分 4,973
純 資 産 合 計 1,569,521

資 産 合 計 2,493,207 負 債 純 資 産 合 計 2,493,207

連 結 貸 借 対 照 表
（2024年９月30日現在）

（単位：千円）

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2023年10月 1 日から
2024年 9 月30日まで)

科 目 金 額
売 上 高 1,934,785
売 上 原 価 799,025
売 上 総 利 益 1,135,759
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 689,251
営 業 利 益 446,508
営 業 外 収 益

受 取 利 息 93
ク レ ジ ッ ト カ ー ド 還 元 額 4,733
そ の 他 0 4,827

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,447
本 社 移 転 費 用 8,108 9,556

経 常 利 益 441,779
特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 13 13
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 441,792
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 127,932
法 人 税 等 調 整 額 5,199 133,131
当 期 純 利 益 308,660
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 1,391
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 310,052

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2023年10月 1 日から
2024年 9 月30日まで)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 193,361 177,361 604,793 △50 975,466

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 270,200 270,200
新株の発行（新株予
約 権 の 行 使 ） 2,392 2,392 4,784

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 310,052 310,052

自 己 株 式 の 取 得 △28 △28

株主資本以外の項目の当期変
動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 2,392 272,592 310,052 △28 585,008

当 期 末 残 高 195,754 449,954 914,845 △78 1,560,474

その他の包括利
益 累 計 額

新株予約権 非 支 配
株主持分 純資産合計為 替 換 算

調 整 勘 定
そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 － － 3,295 － 978,762

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 270,200
新株の発行（新株予
約 権 の 行 使 ） 4,784

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 310,052

自 己 株 式 の 取 得 △28

株主資本以外の項目の当期変
動 額 ( 純 額 ) 863 863 △85 4,973 5,751

当 期 変 動 額 合 計 863 863 △85 4,973 590,759

当 期 末 残 高 863 863 3,209 4,973 1,569,521

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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建物 10年
工具、器具及び備品 ３年～４年

連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況

・連結子会社の数 ２社
・主要な連結子会社の名称 株式会社FACT

艾唯克（海南）傳媒科技有限公司（注）
（注）同社の中国語社名は中国語簡体字を含んでいるため、日本語常用漢字で代用
しております。

(２) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の艾唯克（海南）傳媒科技有限公司の決算日は、12月31日であり、連結
計算書類の作成に当たっては、2024年６月30日現在において仮決算を行っておりま
す。なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行
っております。その他の連結子会社の決算日は、連結会計年度と同一であります。

(３) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産 当社及び国内連結子会社は定率法、在外連結子会

社は定額法によっております。
ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属
設備については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

ロ. 無形固定資産
・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。
・のれん のれんは12年で均等償却しております。
・顧客関連資産 効果の及ぶ期間（５年～８年）に基づく定額法に

よっております。
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当連結会計年度
のれん

（内、㈱FACT取得に関連するのれん金額）
203,591千円
201,492千円

顧客関連資産
（内、㈱FACT取得に関連する顧客関連資産金額）

69,147千円
40,762千円

③ 収益及び費用の計上基準
　当社グループは、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年
３月31日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第30号 2021年３月26日）（以下「収益認識会計基準等」という。）を適用してお
り、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス
と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
　主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点について
は、「６．収益認識に関する注記」に記載のとおりであります。

④ のれんの償却方法及び償却
　のれんの償却は、その個別案件ごとに効果の発現する期間を合理的に見積り、当
該期間にわたり均等償却しております。

２. 会計上の見積りに関する注記
(1) のれん及び顧客関連資産の評価

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社は、2023年10月１日付で、株式会社FACT（以下、「FACT社」）の株式
を取得し、連結子会社としております。ここで、取得原価のうち、のれん及び顧
客関連資産に配分された金額が相対的に多額であったことから、のれん及び顧客
関連資産について減損の兆候を識別しております。当連結会計年度において、の
れん及び顧客関連資産から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿
価額を比較した結果、当該割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上
回るために、減損損失の認識は不要と判断しております。
　この割引前将来キャッシュ・フローの金額は、FACT社事業計画を基に、将来の
減価償却費及びのれん償却額の発生見込み額等を勘案して見積もっています。事
業計画は取締役会で承認されたものに基づいており、これには、当社グループの
過去の経験と利用可能な情報に基づいて設定した売上高の成長率・既存顧客の減
少率等の仮定に基づく将来の見積りが含まれます。
　これらの見積りにおいて用いた仮定について、FACT社の売上高等計画数値より
も大幅に乖離した場合、翌連結会計年度において、減損損失を認識する可能性が
あります。
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有形固定資産の減価償却累計額 19,993千円

普通株式 6,133,500株

普通株式 363,000株

３. 連結貸借対照表に関する注記

４. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していない
ものを除く。）の目的となる株式の種類及び数

５. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　当社グループは資金繰り計画等に照らして、必要な資金を主に銀行借入によ
り調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しておりま
す。デリバティブ取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。敷金は、
賃貸借契約に基づくものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
　営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等及び未払消費税等は、そのほ
とんどが２ヶ月以内の支払期日であります。借入金は、運転資金及び設備投資
に係る資金調達を目的としたものであります。

③  金融商品に係るリスク管理体制
ⅰ 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　営業債権については、与信管理規程に従い、取引先の状況を定期的にモニタ
リングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪
化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
ⅱ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリス
ク）の管理
　各部署からの報告に基づき管理部が適時に資金繰り計画を作成・更新すると
ともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に
は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変
動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該
価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

① 敷 金 119,866千円 115,503千円 △4,362千円

② 長 期 借 入 金 ※ 239,020 238,987 △32

区分
時 価

レベル１ レベル２ レベル３ 合　　計

敷 金 －千円 115,503千円 －千円 115,503千円

長 期 借 入 金 － 238,987 － 238,987

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2024年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（非上場株式　連結貸借対
照表計上額3,000千円）は、次表には含めておりません。また、「現金及び預金」、
「売掛金」、「買掛金」、「未払法人税等」及び「短期借入金」は、短期間で決済さ
れるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

※ １年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格
により算定した時価

レベル２の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプッ
トを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低
いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
敷金
　敷金の時価は、想定した賃借期間に基づきその将来キャッシュ・フローを国債の
利回りで割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しており
ます。
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デジタルマーケティング事業 合計

サービス別

インターネット広告 1,139,098千円 1,139,098千円

SEOコンサルティング 795,686 795,686

顧客との契約から生じる収益 1,934,785 1,934,785

その他の収益 － －

外部顧客への売上高 1,934,785 1,934,785

(1) １株当たり純資産 254円56銭
(2) １株当たり当期純利益 50円56銭

長期借入金
　長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定され
る利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しており
ます。

６. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　当社グループの主要なサービスにおける主な履行義務の内容及び収益を認識する通
常の時点は以下のとおりであります。
① インターネット広告サービス

　運用型広告サービスが当社の主たる提供サービスであり、メディア運営会社から
広告枠を仕入れ、顧客にコンサルティングを行った上で広告配信を代行するもので
あります。当該サービスの主な履行義務は、広告をメディアへ出稿することである
ため、メディアに広告出稿がなされた時点で当社の履行義務が充足されることか
ら、当該時点で収益及び費用を認識しております。なお、当該取引は代理人として
の性質が強いと判断されるため、当社が提供するサービスに対する報酬として顧客
から受領する対価から関連する費用であるメディア運営会社に支払う費用を控除し
た純額を計上しております。

② SEOコンサルティングサービス
　顧客のWebサイトの検索順位を、適切な施策により上昇させることで見込みユー
ザー増加に貢献するサービスであります。当該サービスの主な履行義務は、記事等
コンテンツの納品及びコンサルティングサービスの提供であるため、約束した財又
はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取る
と見込まれる金額で収益を認識しております。

７. １株当たり情報に関する注記
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８. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

９. その他の注記
（企業結合に関する注記）

簡易株式交換による完全子会社化
１．本株式交換の概要
（１）被取得企業の名称及び取得した事業の内容

被取得企業の名称：株式会社FACT（以下「FACT社」と記載）
事業の内容：デジタル領域におけるコンサルティング事業

（２）本株式交換を行った主な理由
　本株式交換は、両社独自のコンサルティングノウハウに基づくサービスの
クロスセル、当社の営業リソースの投下及び営業チャネルの活用による
FACT社の更なる成長を狙いとしており、大幅なシナジー効果が期待できる
ことに加え、本株式交換により、当社グループのクライアントに対するビジ
ネス・グロース支援体制の強化が実現されるものと見込んでおります。

（３）本株式交換の効力発生日
2023年10月１日

（４）本株式交換の法的形式
当社を完全親会社とし、対象会社を完全子会社とする株式交換

（５）結合後企業の名称
変更はありません。

（６）取得した議決権比率
取得した株式の数：普通株式1,000株
取得後の議決権比率：100％

（7）取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が株式交換により議決権を100％取得したことによるものであります。
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取得の対価 当社普通株式 270,200千円
取得原価 270,200千円

当社
（株式交換完全親会社）

FACT社
（株式交換完全子会社）

本株式交換に係る交換
比率

１ 350

本株式交換により交付
した株式数

当社の普通株式350,000株

２．連結計算書類に含まれている取得した事業の業績の期間
2023年10月１日から2024年９月30日まで

３．取得原価の算定等に関する事項
（１）取得原価及び対価の種類ごとの内訳

（２）株式の種類及び交換比率並びに交付した株式数

（３）株式交換比率の算定方法
　当社及びFACT社から独立した第三者算定機関としてCPAパートナーズ株式会
社を選定して株式交換比率の算定を依頼し、提出された報告書に基づき当事者間
の協議の上、算定しております。

４．主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリーに対する報酬・手数料等　　　　　 3,710千円

５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
（１）発生したのれんの金額

219,810千円

（２）発生原因
今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したもので
あります。

（３）償却方法及び償却期間
12年間にわたる均等償却
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流動資産 59,976千円
固定資産 13,986
資産合計 73,963
流動負債 56,896
負債合計 56,896

種類 金額 償却期間
顧客関連資産 50,953千円 ５年

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

７．のれん以外の無形資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに償
却期間

８．企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計
年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

当連結会計年度の期首が取得日であるため、影響はありません。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

の れ ん

顧 客 関 連 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関係会社出資金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

敷 金　

1,959,058

1,213,061

650,062

21,936

46,328

27,669

515,150

56,499

39,825

16,674

37,145

2,098

28,385

6,661

421,505

3,000

273,910

12,060

2,018

11,540

118,976　

（ 負  債  の  部 ）
流 動 負 債 720,157
買 掛 金 249,964
短 期 借 入 金 91,668
1年内返済予定の長期借入金 70,792
未 払 金 146,987
未 払 法 人 税 等 101,496
未 払 消 費 税 等 52,354
前 受 金 22
預 り 金 6,066
そ の 他 806

固 定 負 債 168,228
長 期 借 入 金 168,228

負 債 合 計 888,385
（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 1,582,613
資 本 金 195,754
資 本 剰 余 金 449,954
資 本 準 備 金 449,954

利 益 剰 余 金 936,983
その他利益剰余金 936,983
繰越利益剰余金 936,983

自 己 株 式 △78
新 株 予 約 権 3,209

純 資 産 合 計 1,585,822

資 産 合 計 2,474,208 負 債 純 資 産 合 計 2,474,208

貸　借　対　照　表
（2024年９月30日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2023年10月 1 日から
2024年 9 月30日まで)

科 目 金 額
売 上 高 1,700,821
売 上 原 価 698,731

売 上 総 利 益 1,002,090
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 534,967

営 業 利 益 467,123
営 業 外 収 益

受 取 利 息 182

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 還 元 額 4,733 4,916

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,447

本 社 移 転 費 用 8,108 9,556

経 常 利 益 462,483
特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 13 13

税 引 前 当 期 純 利 益 462,496
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 130,800

法 人 税 等 調 整 額 △494 130,306

当 期 純 利 益 332,190

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 34 －



(2023年10月 1 日から
2024年 9 月30日まで)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金

合計繰 越 利 益 剰 余 金

当 期 首 残 高 193,361 177,361 177,361 604,793 604,793

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 270,200 270,200
新株の発行（新株
予 約 権 の 行 使 ） 2,392 2,392 2,392

当 期 純 利 益 332,190 332,190

自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目の当期変動
額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 2,392 272,592 272,592 332,190 332,190

当 期 末 残 高 195,754 449,954 449,954 936,983 936,983

株主資本
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計

自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 △50 975,466 3,295 978,762

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 270,200 270,200
新株の発行（新株
予 約 権 の 行 使 ） 4,784 4,784

当 期 純 利 益 332,190 332,190

自 己 株 式 の 取 得 △28 △28 △28
株主資本以外の項目の当期変動
額 ( 純 額 ) △85 △85

当 期 変 動 額 合 計 △28 607,146 △85 607,060

当 期 末 残 高 △78 1,582,613 3,209 1,585,822

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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建物 10年
工具、器具及び備品  ３年～４年

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 関係会社株式及び関係会社出資金

移動平均法による原価法
② その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

定率法によっております。ただし、2016年４月１
日以降に取得した建物附属設備については定額法
によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

② 無形固定資産
・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。
・のれん　　　　　　　　 のれんは10年で均等償却しております。
・顧客関連資産　　　　　 顧客関連資産は、効果の及ぶ期間（８年）に基づ

く定額法によっております。

(3) 収益及び費用の計上基準
　当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）
及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021
年３月26日）（以下「収益認識会計基準等」という。）を適用しており、約束した財
又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取る
と見込まれる金額で収益を認識しております。
　主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点について
は、「９．収益認識に関する注記」に記載のとおりであります。

２. 会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。

３. 表示方法の変更に関する注記
該当事項はありません。
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営業取引以外の取引高 91千円

普通株式 65株

４. 会計上の見積りに関する注記
関係会社株式の評価
① 当事業年度の計算書類に計上した金額

　関係会社株式　　　　　　273,910千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　関係会社株式は市場価格のない株式であり、会社の超過収益力を反映した価
格で株式を取得しております。超過収益力が減少したために実質価額が著しく
低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除い
て、評価損が認識されます。
　関係会社株式の評価は、経営者によって承認された事業計画を基礎としてお
り、これには売上の成長率等の主要な仮定に基づく将来の見積りが含まれま
す。計上した関係会社株式は、事業計画の達成状況をモニタリングすることに
よって、関係会社株式評価損計上の有無の判定を行っております。
　事業計画や市場環境の変化により、その見積りの前提とした条件や仮定に変
更が生じ、将来の超過収益力が減少した場合、翌事業年度の計算書類に重要な
影響を及ぼす可能性があります。

5. 貸借対照表に関する注記
(1) 有形固定資産の減価償却累計額　　19,993千円

(2) 関係会社に対する金銭債権・金銭債務
短期金銭債権　　　　　　　　　　15,000千円

6. 損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高

7. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
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繰延税金資産
未払事業税 6,799千円
未払金 4,423千円
敷金償却 1,047千円
資産調整勘定 7,961千円

繰延税金資産合計 20,231千円
繰延税金負債
　顧客関連資産 △8,691千円
繰延税金負債合計 △8,691千円
繰延税金資産の純額 11,540千円

種 類
会 社 等

の
名 称

議決権等の所有
割合（％）

関連当事者
との関係

取引
内容

取引金額
(千円) 科 目 期 末 残 高

( 千 円 )

子会社 株 式 会 社
F A C T

所有
直 接
100％

資金の援助
役員の兼任

資金の貸付
資金の回収

28,000
13,000

その他
(短期貸付金) 15,000

利息の受取
（注） 91 その他

(前受収益) 12

(1) １株当たり純資産 258円03銭
(2) １株当たり当期純利益 54円17銭

8. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

9. 収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「連結注記表６．収益認識に関する注記(2)顧客との契約から生じる収益を理解するた

めの基礎となる情報」に同一の記載をしているため、注記を省略しております。

10. 関連当事者との取引に関する注記
子会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
 (注) 株式会社FACTに対する資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理
的に決定しております。

11. １株当たり情報に関する注記

12. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 小 川 　 明
業務執行社員 公認会計士 椙 山 　  嘉 洋

独立監査人の監査報告書
2024年11月20日

株式会社ＡＶｉＣ
取締役会　御中

ひびき監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＡＶｉＣの2023年
10月１日から2024年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査
を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、株式会社ＡＶｉＣ及び連結子会社からなる企業集団の当該
連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における
監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫
理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他
の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載
内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれて
おらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読
の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た
知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以
外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断
した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による
重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類
を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不
正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報
告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表
示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表

示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人
の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立
案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような
事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類
の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記
事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算
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書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関す
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指
示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施
過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準
で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す
る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な
水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。

以　上
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代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 小 川  明
業務執行社員 公認会計士 椙 山  嘉 洋

独立監査人の監査報告書
2024年11月20日

株式会社ＡＶｉＣ
取締役会　御中

ひびき監査法人
東京事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＡＶｉＣの
2023年10月１日から2024年９月30日までの第12期事業年度の計算書類、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明
細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他
の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載
内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお
らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類に係る会計監査報告
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　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の
過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識
との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に
その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断
した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正
又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告
書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の
利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断さ
れる。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は
監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの
ではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続
を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行
われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる
ような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計
算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな
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る可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算
書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施
過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準
で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す
る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な
水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2023年10月１日から2024年９月30日までの第12
期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び
結果について以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる
事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている
体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び
運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見
を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
　①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内
部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等か
らその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求
め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務
及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会
社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応
じて子会社から事業の報告を受けました。
　②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品
質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を
受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

監査等委員会の監査報告
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２. 監査の結果
（１） 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認
めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容
及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

（２） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人ひびき監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認
めます。

（３） 連結計算書類の監査結果
　会計監査人ひびき監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認
めます。

常勤監査等委員 安 生 あ づ さ ㊞
監 査 等 委 員 山 元 雄 太 ㊞
監 査 等 委 員 阿 久 津 　 操 ㊞

2024年11月20日
株 式 会 社 A V i C 　 監 査 等 委 員 会

（注） 監査等委員安生あづさ、山元雄太及び阿久津操は、会社法第２条
第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

　

以　上
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候補者
番　号

ふ　　　り　　　が　　　な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１

いち
市

 

　
はら
原

 

　
そう
創

 

　
ご
吾

(1986年11月10日)

    2009年    4 月 ㈱サイバーエージェント入社
    2018年    3 月 当社入社、代表取締役社長就

任（現任）
2,176,620株

【選任理由】
　市原創吾氏は、当社代表取締役社長に就任以降、強いリーダーシップを発揮
し、当社ビジネスの発展を牽引してまいりました。その経験と見識を引き続き当
社の経営に活かし、当社のさらなる成長と企業価値向上を実現するため、取締役
としての選任をお願いするものであります。

２

ささ
笹

 

　
の
野

 

　
まこと
誠

(1987年11月13日)

    2010年    4 月 ㈱みずほフィナンシャルグル
ープ入社

    2020年    1 月 当社入社、CFO就任
    2020年    2 月 取締役CFO就任（現任）

23,300株

【選任理由】
　笹野誠氏は、当社CFOとして財務・資本戦略、IR等の分野を担っており、当社
事業全般に関する豊富な見識を有しております。その経験と見識を引き続き当社
の経営に活かし、当社のさらなる成長と企業価値向上を実現するため、取締役と
しての選任をお願いするものであります。

株主総会参考書類

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案について同じ。）全員
（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締
役２名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しまして、当社の監査等委員会は全ての候補者について適任
であると判断いたしております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
　　　２. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責

任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告13頁に記
載のとおりです。各候補者の再任が承認された場合は、引き続き当該保険契約
の被保険者となります。なお、当該保険契約は次回更新時においても同内容で
の更新を予定しております。
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ふ　　　り　　　が　　　な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当社の株式数

おさ
長

 

　
り
利

 

　
かず
一

 

　
し
心

(1981年５月26日)

    2006年    4 月 ベイン・アンド・カンパニ
ー・ジャパン・インコーポレ
イテッド入社

    2015年    4 月 株式会社セガゲームス（現 株
式会社セガ）入社

    2018年    3 月 株式会社メルカリ入社
    2020年    4 月 株式会社メルペイ取締役
    2021年    4 月 株式会社メルコイン取締役
    2022年    1 月 株式会社メルカリ執行役員 

Japan Region COO （ 現
任）

2022年12月 当社社外取締役就任（現任）
（重要な兼職の状況）

株式会社メルカリ執行役員 Japan Region 
COO

－

【選任理由】
　長利一心氏は、経営戦略の分析・設計、及び会社経営における仕組み化につい
て豊富な知見と経験を有しております。その専門知識と経験を活かした適正な監
査及び経営陣とは独立した立場からの経営の監督を期待し、監査等委員である社
外取締役としての選任をお願いするものであります。

第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
　本総会終結の時をもって、監査等委員である阿久津操氏が辞任されます。つき
ましては、監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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（注）１. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 候補者は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
３. 長利一心氏は、現在、当社の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）

であり、その在任期間は本総会終結の時をもって２年となります。
４. 当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠
償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、同氏の選任が承認さ
れた場合は、当該契約を継続する予定であります。

５. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責
任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告13頁に記
載のとおりです。同氏の選任が承認された場合は、引き続き当該保険契約の被
保険者となります。なお、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更
新を予定しております。

６. 当社は、長利一心氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、
同取引所に届け出ております。なお、同氏の選任が承認された場合は、引き続
き独立役員とする予定であります。
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名 称 監査法人アヴァンティア
主たる事業所の所在地 東京都千代田区三番町3-8　泉館三番町2階
沿 革 2008年５月　監査法人アヴァンティア 設立

概 要

人員構成 パートナー　21名
公認会計士　92名
試験合格者　39名
その他　　　46名
合計 　　　198名

第３号議案 会計監査人選任の件
　当社の会計監査人であるひびき監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了
により退任となりますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものでありま
す。
　なお、本議案は監査等委員会の決定に基づき付議しております。また、監査等
委員会が監査法人アヴァンティアを会計監査人の候補者とした理由は、当社が会
計監査人に求める専門性、独立性、職務遂行能力を備え、当社の会計監査が適正
に、かつ妥当に行われることを確保する体制を有していると判断したためであり
ます。会計監査人候補者の名称、主たる事務所の所在地及び沿革等は、次のとお
りであります。

（2024年10月31日現在）

以　上
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メ　　モ



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会　場　東京都港区六本木３丁目２番１号
住友不動産六本木グランドタワー９階
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター　Room C

檜町公園

六本木交番

首都
高速
３号
渋谷
線

泉ガーデン
タワー

ファミリー
マート

セブン
イレブン

ファミリー
マート

飯倉片町

六本木駅

六本
木駅

谷町ＪＣＴ

東京メトロ日比谷線

麻布警察署

六本木

東京
ミッドタウン

首
都
高
速
都
心
環
状
線

東
京
メ
ト
ロ
南
北
線

ベルサール六本木
グランドコンファレンスセンター

都
営
地
下
鉄
大
江
戸
線

六
本
木
一
丁
目
駅

５

７

「交通のご案内」
東京メトロ南北線　六本木一丁目駅 西改札直結

お願い：駐車場のご用意はございません。また、当日は会場周辺道路及び近隣
駐車場に混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願いま
す。


